
- 1 - 

第８回軽米町議会臨時会平成２７年度軽米町一般会計補正予算等審査特別委員会 

  

平成２８年 ３月２８日（月） 

午前１０時２０分  開 会  

 

議 事 日 程 

 議案第 １号 平成２７年度軽米町一般会計補正予算（第７号） 

 議案第 ２号 平成２７年度軽米町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 議案第 ３号 平成２７年度軽米町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 議案第 ４号 平成２７年度軽米町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 議案第 ５号 平成２７年度軽米町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 
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〇出席委員（１３名） 

   １番 中 里 宜 博 君       ２番 中 村 正 志 君 

   ３番 田 村 せ つ 君       ４番 川原木 芳 蔵 君 

   ５番 上 山 勝 志 君       ６番 舘 坂 久 人 君 

   ７番 茶 屋   隆 君       ８番 大 村   税 君 

   ９番 松 浦 満 雄 君      １０番 本 田 秀 一 君 

  １１番 細谷地 多 門 君      １２番 古 舘 機智男 君 

  １３番 山 本 幸 男 君 

 

〇欠席委員（なし） 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名 

      町            長      山 本 賢 一 君 

      副      町     長      藤 川 敏 彦 君 

      総    務    課    長      日 山   充 君 

      税 務 会 計 課 長      山 田   元 君 

      町 民 生 活 課 長      中 野 武 美 君 

      健 康 福 祉 課 長      川原木 純 二 君 

      産 業 振 興 課 長      高 田 和 己 君 

      地 域 整 備 課 長      新井田 一 徳 君 

      教    育    次    長      佐々木   久 君 

      農 業 委 員 会 事 務 局 長      高 田 和 己 君 

      選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長      日 山   充 君 

      健康ふれあいセンター所長      川原木 純 二 君 

      水 道 事 業 所 長      新井田 一 徳 君 

      再生可能エネルギー推進室長      平   俊 彦 君 

 

〇職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

      議 会 事 務 局 長      佐 藤 暢 芳 君 

      議 会 事 務 局 主 査      鶴 飼 義 信 君 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎開会及び開議の宣告 

〇委員長（細谷地多門君）  ただいまから平成２７年度軽米町一般会計補正予算等審査特

別委員会を開会します。 

    ただいまの出席委員は１３名であります。定足数に達しておりますので、会議は

成立しました。 

（午前１０時２０分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇委員長（細谷地多門君）  今回の特別委員会に付託された議案は、議案第１号から第５

号までの５件であります。議案１件ごとに進めていきたいと思います。 

    進め方についてですが、第１号議案、平成２７年度軽米町一般会計補正予算です

が、歳入と歳出を説明、補足説明あればいただいて、そして歳入については全般、

歳出については款ごとにやったほうがいいかなと思っていますが、いかがですか。 

             〔「異議なし」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） では、そのような進め方で進めたいと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第１号の審査 

〇委員長（細谷地多門君）  それでは、議案第１号  平成２７年度軽米町一般会計補正予

算（第７号）について担当課長から説明をいただきます。 

〇１２番（古舘機智男君） 委員長、ちょっと進行上、言いますけれども。 

〇委員長（細谷地多門君） ちょっと休憩します。 

               午前１０時２２分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１０時２３分 再開 

〇委員長（細谷地多門君） 再開します。 

    今古舘委員のほうからご指摘ありました資料についての説明も含めて、よろしく

お願いします。 

    それでは、総務課長、日山充君。 

〇総務課長（日山 充君） 歳入全般についてご説明申し上げます。 

    歳入につきましては、主なものがのって、実績といいますか、事業が完了したこ

とに伴いまして、その交付実績に合わせて歳入を減額あるいは増額するものでござ

いますが、今回１３ページをごらんいただきたいのですけれども、商工費の国庫補

助金として地方創生加速化交付金１，４０５万６，０００円が国の補正予算の事業

に申し込みしておりましたけれども、今回認められましたことから予算計上させて

いただいております。なお、全額繰り越しで実施することになります。 
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    それから、大きいところでは、太陽光の関係の減額が大きくなってございます。 

    歳入に関しては、以上でございます。 

〇委員長（細谷地多門君）  議案第１号の歳入について、大まかにいただきましたが、質

疑を受けたいと思いますが、ございませんか。 

    中村委員。 

〇２番（中村正志君）  まず、順番に私チェックしてきたところを先に、１０ページの保

育園の保育料が３８７万円の減額になっておりますけれども、理由を教えてくださ

い。 

〇委員長（細谷地多門君） 川原木課長。 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  済みません、詳しく確認してから報告したいと思いま

す。 

〇委員長（細谷地多門君） では、後ほど報告させますので。 

    そのほか。 

    中村委員。 

〇２番（中村正志君） 次の１１ページ、定例会のときもちょっと話ししましたけれども、

町民体育館の使用料、町営運動場の使用料、それぞれ減額になっているわけですけ

れども、多分何か電気料等の減免というふうな話があったのですけれども、その辺

のところもう一回詳しく説明いただきたいのですけれども。 

〇委員長（細谷地多門君） 佐々木教育次長。 

〇教育次長（佐々木 久君）  前回の議会でもお話ししましたとおり、中学校の体育館を

使えないクラブ等が町民体育館を使うということで、それらの減額をことし４月か

らやりました。それに伴って、ナイター施設の利用料につきましても同じような取

り扱いで減額したということでの減となります。 

    以上でございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  今の説明は、管内中学校が統合したことによって、それに伴う軽

米中学校だけの特別なことだというふうに理解していいのでしょうか。何かこの前

もスポ少とか小学校とかと言っていましたけれども、その辺まで広げた経緯という

のも含めて説明いただきたい。 

〇委員長（細谷地多門君） 教育次長。 

〇教育次長（佐々木 久君）  スポ少も含めて小中学校の利用につきましては、電気料を

いただかないということに４月からしました。スポ少の関係者の方々からも要望が

あったのですけれども、いずれ中学校の体育館利用のクラブとの不公平感がちょっ

とあるということになりまして、庁舎内で検討して町長の決裁も経ていましたけれ

ども、いずれ小中学校のクラブとかスポ少につきましては電気料はいただかないと
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いうことで運営しております。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  ということは、使用する人たちが、小学生、中学生が使用する場

合は減免するというふうに理解していいのですね。 

    もう一つは、暖房料もそうなのかということと、あわせてこれをどのような形で

町民に周知されたのか、また協会等が、この前もしゃべりましたけれども、主催し

て小学校、中学校の子供たちを対象にした大会とか講習会等もあるわけですけれど

も、今の理由、説明であれば、その辺も対象になるような気がするのですけれども、

その辺はいかがなのでしょうか。 

    あともう一つ、高校生はどうなのかというところ。 

〇委員長（細谷地多門君） 佐々木教育次長。 

〇教育次長（佐々木 久君）  暖房料につきましては、ほとんど暖房を使っていないと聞

いております。暖房料につきましては、発生していないと認識しております。 

    あとは大会関係なのですが、今のところはスポーツ少年団とかクラブ活動とか、

そういうところに使っていただくということの減免でお願いしております。個別の

大会の減免するというのは、それぞれ申請者といいますか、その利用方法によって

のケース・バイ・ケースと考えております。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  この辺が非常に微妙なところがあるなと思っているのですけれど

も、例えばスポーツ少年団が主催してそういう大会をやる、また夜でもほとんどが

小学生、中学生が練習に来るようなのもかなりあると思うのです。それを今まで夜

はほとんどが協会の人が借りて使わせてもらっていたと。ということは、これから

はそういうふうな部分は全部スポ少が主催した形にすれば全て減免になるというふ

うに判断してよろしいのでしょうか。何かその辺でいろいろな申請の形で減免にな

って、ほとんどが使用料ゼロになるのではないかなという気がするのですけれども、

その辺のところまできちっと決めてやっていらっしゃるのか教えてほしいのですが。 

〇委員長（細谷地多門君） 佐々木教育次長。 

〇教育次長（佐々木 久君）  いずれ少年団関係の方からの申請であれば、減免するとい

うことで運営しております。町民に知らせたかどうかということなのですが、お知

らせ版とか広報とかでは知らせてはおりませんけれども、いずれ少年団の方々の使

う方は大体決まっておりますので、皆さんご存じのことと思っておりました。 

    以上でございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  何か今使っている人たちに対してだけというふうなことで、果た

して公的な施設の利用に関して、それでいいのかなというふうにちょっと感じるの
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ですけれども、例えば冬になれば外でやっている競技の人たちもかなり来ると。夏

の期間は中だけとかという、だからそういうふうなので入れかわりがあったりする

かと思うのですけれども、私は体育関係、体育協会のほうの関係している者として、

これだけの重要な事項を体育協会の人たちに全然周知されていないということに対

して非常に私自身余りいい気分がしていないのですけれども、やはりそういうふう

なことがもっと広く、そういうふうな形であれば私も使いたいという人がかなり出

てくるのではないかなと。小学生、中学生あたりで、個人利用では利用料を払って

いますよね。だから、そういうふうなやり方によってはすごく、全部スポ少で申請

すれば全部ただなのだというふうなことになって収拾がつかなくなるのではないか

なという気がするのですけれども、いずれ利用料は当てにしていないよということ

であればそれでいいのですけれども、ただ町長の施政方針の中でも地方交付税が大

幅に減額になるというふうな中で、自主財源の確保をしながら努力していきたいと

いうふうな施政方針の内容もありました。そういうふうな部分の中で、ある部分に

ついてはやはり町民からもある程度負担していただくというふうな部分がなければ、

何でもかんでもただであれば果たして今後の財政的な面で施設の修繕とかそういう

ふうなところも維持管理等するのに果たしてどうなのかなというふうな、せっかく

今までやってきたことについて、それをもうなくしてしまえばこれからまた復活す

るというのは不可能な部分があると思うのですけれども、その辺のところをもっと

慎重に考えるべきではないのかなと。私は、例えば軽米中学校は統合したから、そ

れが落ちつくまでは負担をなしにしてあげますよとか、軽米中学校に限定するのだ

ったら理解はできるのですけれども、そういう全てに広げたことに対してすごくこ

れからの施設の維持等考えた場合にちょっとどうなのかなというふうな気がするの

ですけれども、いずれその辺再度検討していただいて、新年度に向けて。ただ、そ

れでもやるというのであれば、やはり体育協会の中でも皆さんに周知していただき

たいというふうに考えますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇委員長（細谷地多門君） 教育次長。 

〇教育次長（佐々木 久君）  体育館の使用につきましては、子供たち１人で来た場合に

はもちろんいただいております。そういうふうにスポーツ少年団の活動とかクラブ

活動、そういったことにつきましては本来減免しようとするものでございます。体

育協会の方々にお知らせしていなかったということは非常に申しわけなかったと思

います。今度総会ありますので、皆さんにお知らせしたいと思います。以降の運営

につきましても皆さん方のご意見を聞きながら運営していきたいと思っております。

よろしくお願いします。 

〇委員長（細谷地多門君） そのほかありませんか、歳入全般終わってよろしいですか。 

             〔何事か言う者あり〕 



- 7 - 

〇委員長（細谷地多門君）  先ほどの健康福祉課長の答弁がなかったので、許したいと思

います。 

    川原木課長。 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  先ほどの中村委員の保育料の減額ということですけれ

ども、前年度並みに予算を計上しておりますけれども、所得の確定が６月になりま

すので、その関係等があったのかなというような、で減額になったのかなという、

詳しくは調べておりませんけれども、そういうのが影響したと思っております。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  １９ページの雑入ですけれども、埋蔵文化財発掘調査事業の委託

料が、軽米西ソーラーの発掘調査事業が６００万円減額になっておりますけれども、

これが９月の補正予算で６０８万３，０００円を補正しているようですけれども、

これが今減額すると全然やっていなかった、でも軽米西ソーラーは建設に入るよう

ですけれども、この辺の理由を。９月に補正していながら、何で今減額する、全然

やらなかったのかな、ちょっといきさつを教えてください。 

〇委員長（細谷地多門君） 佐々木次長。 

〇教育次長（佐々木 久君） 西ソーラーにつきましては、埋蔵文化財の区域内にあって、

施設の配置によって埋蔵文化財の区域に入るか入らないかというのが微妙だったわ

けですけれども、最終的に計画が整ったら埋蔵文化財の施設と重ならなかったとい

うことで発掘調査が要らなくなったということになります。時期的なものにつきま

しては、要するにその計画が最終的に確定したのがちょっと遅かったということだ

と思っております。 

    以上でございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  ９月だったから、９月に補正したから、もう計画が確定して補正

しているのかなというふうに感じたわけですけれども、そうではなかったというこ

とですね。ということは、１２月まで待てなかったというふうなことなのかなとい

うところですか。ちょっとこの辺が時期的な部分がいまいちわからなかったので。 

〇委員長（細谷地多門君） 教育次長。 

〇教育次長（佐々木 久君）  補正予算で減額するタイミングの話だと思いますが、いず

れわかっていればもう少し早く減額できたのかなと…… 

〇２番（中村正志君） 逆に９月に補正する時期…… 

〇委員長（細谷地多門君） ちょっと休憩します。 

               午前１０時３８分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１０時３９分 再開 



- 8 - 

〇委員長（細谷地多門君） 再開します。 

    佐々木教育次長。 

〇教育次長（佐々木 久君）  いずれソーラー事業につきましては、いろいろ計画がある

のですけれども、申請が上がってきて、そのときに議会にお願いして予算をとると

いうことになると、なかなかそのタイミングといいますか、事業を進めていく上で、

すぐ着手できないというようなこともありまして、事前に概算でそのとき予算をと

ったということになろうかと思います。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  それは予算の措置の仕方だと思うので、それはそれでいいのです

けれども、ここで町道用地の発掘事業が４８万８，０００円というのが増額補正さ

れているのですけれども、これは多分地域整備課のほうからだと思うのだけれども、

そっちの歳出のほうが見当たらないなと思って見ていましたけれども、ここは４８

万８，０００円で大した金額ではないですけれども。 

〇委員長（細谷地多門君） 教育次長。 

〇教育次長（佐々木 久君）  町道用地の発掘につきましては、赤石沢という昔の製鉄の

ところをやっているのです。実績としては、お金は出しているのですけれども、結

局事業精査のところで請求する分が４８万円、この額が安くなったということだと

思っております。要するに精算といいますか、最終的な積算がそうなったというこ

とだと思います。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  これは役場の中で金のやりとりしているということですよね。町

長部局と教育委員会事務局、そこに含まれる。だから、ここで増額補正するという

ことは、どこかから、この予算書の中から金がここに行っているのではないかと思

うわけです。地域整備課のところを見たときに見つけれなかったので、これはただ

単なるやりとりですよね。 

〇委員長（細谷地多門君） 休憩します。 

               午前１０時４１分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１０時４２分 再開 

〇委員長（細谷地多門君） 再開します。 

    先ほどの質問は、ではちょっと保留にして前に進みたいと思います。 

    そのほかありませんか。なければ、歳入全般終わりたいと思うのですが、よろし

いですか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） それでは、歳出のほうに移りたいと思います。 
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    補足説明があればお願いして、款ごとに質疑を受けたいと思いますが。 

    では、総務課長。 

〇総務課長（日山 充君） 議会費はもういいですね。 

〇委員長（細谷地多門君） 議会費はいいですね。どうぞ、総務課長。 

〇総務課長（日山  充君） では、総務費の関係で資料要求がございましたので、そちら

の部分も含めてご説明申し上げたいと思います。 

    財産管理費の中で軽米庁舎の太陽光発電と庁舎改修の関係の事業が３つございま

すけれども、そこでの減額が大変大きくなってございます。それで、工事費等、委

託料の関係で資料要求が出ております。資料ナンバー１をごらんいただきたいと思

うのですけれども、当初予算では委託料として５，１６０万８，０００円を予算措

置させていただいておりますが、入札を執行した結果、全体で予算総額に対しては

８７％程度、当初設計に対しては全体で３つの事業ですが、９２％で落ちたという

ことで、その差額分を減額させていただいているものでございます。 

    それから、１５節の工事請負費でございます。当初予算で６億６，１０４万８，

０００円を、工事費としては全体、３本でとらせていただいておりますけれども、

当初予算に対して最終的な契約額が８８．０４％、１２％ほど落ちております。そ

の結果８，５７３万８，０００円が不用額となって今回落とさせていただいたもの

でございます。 

    資料の説明は以上でございます。 

             〔何事か言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） 総務課長。 

〇総務課長（日山  充君） 訂正させていただきます。委託料、工事請負費とも入札の結

果、減額となったものでございます。 

〇委員長（細谷地多門君）  説明が終わりましたが、何か質疑ありますか。２款の総務費

で全般について。 

    中村委員。 

〇２番（中村正志君）  ２２ページですけれども、再生可能エネルギー発電事業推進専門

員派遣業務委託料、これが３１４万４，０００円の減額になっているのですけれど

も、９月の時点で室を設置するというときに、９月補正で３６４万４，０００円の

予算措置の補正をしているということは、この分を差し引くと５０万円しか使って

いないということなようですけれども、平成２８年度予算でも同様な予算で５３６

万６，０００円また予算化しているのですけれども、この辺はどういう理由で５０

万円しか使えなかったのか。 

〇委員長（細谷地多門君） 平室長。 

〇再生可能エネルギー推進室長（平  俊彦君） 昨年は、９月補正なのですが、８月時点
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であれば事業の進捗状況のほうによって県のほうの林地開発等の設備認定、それか

ら協議の関係で予算措置をさせていただきましたけれども、まず１つは高家地区な

のですけれども、昨年の３月に電力さんのほうに設備のほうの申請を出しておりま

したけれども、電力さんのほうの都合によりまして、通常３カ月なのですが、秋に

は電力さんの回答が出まして、林地開発に向けた協議に県のほうに入る予定でした

けれども、電力のほうの回答が２月にずれ込んだということで、その分の協議のほ

うが電力の回答待ちということで進まなかった、そういう事由によりまして委託料

のほう、大幅でございますけれども、減になっております。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  ちょっといまいちよくわからないのですけれども、これの委託料

は人ですよね。専門家から仕事をやってもらってということだったと思うのですけ

れども、この見通しが余りにも不確定な部分なような感じがするのですけれども、

この辺どうなのですか。いずれ昨年５月ですか、初議会のときにまず専門の方をお

願いしたいということで嘱託として１カ月３０万円ぐらいの方を予算化したのです

よね。その人を見つけれないということで、その人が承諾できないということで、

そのかわりとして９月に今度はこういうふうな業者を専門的に、だから来年度の予

算でも１カ月に９日間だから、週一、二回は常に来て何か仕事をしていただくとい

うふうなことのように感じていたわけですけれども、今の話だと県との協議がない

とその人の仕事はなくなるということのように聞こえたのですけれども、果たして

何かその辺が、いまいち何かわかりづらいなと思っているのですけれども、いかが

でしょうか。 

〇委員長（細谷地多門君） 平室長。 

〇再生可能エネルギー推進室長（平  俊彦君） コンサルさんのほうに林地開発関係の書

類の審査をいただいているわけなのですが、県のほうに協議する林地開発の書類の

審査のほかに、振興局、それから県のほうとの事前の協議、そういう事業的な部分

の内容、あとはメガソーラーの関係で視察研修のほうにも出ていただいております

し、再生可能エネルギー推進協議会のほうにも出ていただいております。事業を把

握する、それからかなり大規模な事業なものですから、そういう林地開発の書類を

審査していただく、確認していただく、そういう中身も入っております。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  では、実績として、私の計算だと５０万円は使っているよと。で

は、５０万円は何日分だったのか、そういう今コンサルという言い方しているけれ

ども、この部分について５０万円でコンサルと契約したということなのか、１人１

日単価で計算、前はしていたのですけれども、その辺のところ、実働でいえば何日

来てもらったのかということを教えてください。５０万円だと大した日数ではない
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と思うので。 

〇委員長（細谷地多門君） 平室長。 

〇再生可能エネルギー推進室長（平 俊彦君） まず、１日の単価でございますけれども、

日額４万９，６８０円の委託料ということでお願いしております。今予算的には５

０万円ぐらい出ているのですが、実績としましては２７年度につきましては今現在

６日間実績ということになっております。 

    以上でございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君） ６日間、まず９月から、１０月からですか、６日間ということは、

来年度はどうなるのですか、１カ月９日で計算して本当に何かこういう契約の仕方

ってどうなのかなという気がするのですけれども、ぜひこれがこういうことで必要

だというのがちょっと伝わらないのですけれども。 

〇委員長（細谷地多門君） 日山課長。 

〇総務課長（日山  充君） 林地開発に係る申請書類があるわけなのですけれども、それ

こそ開発する、太陽光発電等を実施する事業者が開発のための書類をいつ上げてく

るかというのはわからないわけです。それで、当初１カ月なら１カ月ずっと頼むと

かということも考えたわけなのですけれども、いずれその間の仕事がないというこ

ともあります。ですから、申請書類がこの日に上がってくるよとかという業者さん

からの事前協議を含めてですので、何回もあるわけです。１つの林地開発の許可申

請をするのに、例えば沈砂池の部分についてはこの日に持ってきますよ、この部分

についてはこの日に持ってきますよという連絡をいただきながら、審査を専門家の

方から見ていただくというスタイルをとっておりますので、たまたま今回少なかっ

たのは山内の軽米西ソーラーの分については大分先行しておって、残りの部分の県

との協議等の必要な専門家から見ていただく書類の部分が平成２７年度は少なかっ

たと。なおかつ、ほかの部分がありますよね、米田だとか、そちらのほうの部分が

思ったより早く書類が上がってこなかったということがあって、今回は金額的には

少なくなったと思っております。来年度については、順次林地開発のほうの書類調

査とかなんとかを進めておりますので、来年度はこのぐらいの回数になるのではな

いかということをめどに予算措置をさせていただいたということでございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君） 確認ですけれども、ということは平成２７年度はこの方の内容は

軽米西ソーラーの部分だけだったと。平成２８年度は、そういうふうな協議とかそ

ういうふうなのを軽米東とか小軽米とか高家なんかまで含めてこれから進めていく

のだよということで理解していいのですね。 

〇委員長（細谷地多門君） 平室長。 
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〇再生可能エネルギー推進室長（平  俊彦君） 先行しているのが軽米西、山内なのです

けれども、山内西と、それから現在は１回、２回なのですけれども、東のほうの協

議にも入っていまして、若干山内地区ということで主に協議をさせていただいてお

ります。来年度は、今林地開発の関係で尊坊、それから高家のほう、県のほうに森

林審議会の開催日程調整をやっている状況でありまして、その月日によって事業の

ほうがばらつきが、事業というか審査のほうばらつきがあるのですが、来年度は今

年度よりも尊坊なり、それから高家のほうが本格化しますので、事業的に多く出て

くると考えております。 

〇委員長（細谷地多門君） よろしいですか２款。３款に進んでよろしいですか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） ２款ないようですので、３款。 

    簡単に説明してください。では、川原木課長。 

〇健康福祉課長（川原木純二君）  ３款民生費、１項社会福祉費でございますけれども、

事業精査による減額ということになっております。主なもので大きいやつは、３目

老人福祉費、老人保護措置委託料、これが６８０万円ほどの減額となっております。

あと通所型介護予防事業委託料が５００万円ほどの減額、あと障害者総合支援法給

付費が６００万円という額にすれば大きな減額となっております。 

    以上でございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 町民生活課長。 

〇町民生活課長（中野武美君） ２５ページ、民生費になりますけれども、資料要求のほ

うでナンバー３のほうでご説明申し上げます。３款のナンバー３の資料要求なので

すけれども、民生費の児童福祉費の母子福祉費の扶助費ということで、各事業対象

者の医療費の助成事業の部分になります。事業のほうの精査による減額になります

けれども、大きいところが児童及び生徒の医療費助成ということで１，０００万円

の減額をしております。これにつきましては、２７年の４月から新たに医療機関の

拡大と、あと県外の病院の医療費も対象にするということで、なかなか実績といえ

ばなんですけれども、見込みが立てれなく、昨年の国保に入っている加入の人が３

割ほど、３割が国保に加入しておりまして、それに対する医療費の状況を勘案して、

軽米町全体の医療費ということで、国保に入っていた児童生徒の医療費部分の助成

部分について、社会保険とか共済に入っている人なども見込んで医療費のほうの助

成を見込んで予算を積算したところになっていました。実績で本年度１，８００万

円の予算をとっていましたけれども、８００万円ほどで平成２７年度は医療費の助

成のほうが終わるということで１，０００万円の減額にしているものでございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 健康福祉課長、ナンバー２の資料の説明も簡単にお願いしま

す。川原木課長。 
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〇健康福祉課長（川原木純二君） それでは、資料ナンバー２について説明申し上げます。  

    児童手当の減額理由ですけれども、例年児童数、増加数、転入とかいろいろ増減

が一定しておらず、見込みが難しいことから、給付額を前年の実績により算定して

おります。しかし、実際児童の減少数が多く、例年５００万円超の減額というよう

な形になっておりますけれども、今年度に関しても昨年より児童の減少が多かった

ことにより減額という形になっております。 

    ２番の障害児施設措置費給付費でございますけれども、障害や発達におくれのあ

る子供に対して、できるだけ早期に発達の著しい低年齢期に必要な治療と指導訓練

を行うことによって、障害の軽減や基本的な生活能力の向上を図り、将来の社会参

加へとつなげていく必要があることから、障害児福祉サービスを利用していただく

ことで支援を行っております。近年は、母子保健事業の推進により、乳幼児期に障

害を早期に…… 

〇委員長（細谷地多門君） 課長、読まなくてもいい、皆さんに配付になっているから。 

〇健康福祉課長（川原木純二君） そういうことで、放課後、発達支援というのは、未就

学の障害児を対象に日常生活における基本的な動作の指導や知識、技能の教え、集

団生活への適応訓練を行うものでございます。 

    放課後等デイサービスは、就学中の障害児を対象に、授業終了後とか夏休み等の

休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進を行うものでご

ざいます。 

    保育所等訪問支援というのは、保育所や小学校等を訪問し、集団生活の適応のた

めに専門的な支援を行っております。 

    ４番の障害児相談支援というのは、今年度から始まっておりますけれども、サー

ビス等の利用計画について相談や作成を行うものでございます。 

    以上、説明します。 

〇委員長（細谷地多門君）  ３款民生費、全般について質疑を受けたいと思いますが、ご

ざいませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） なければ３款終わりたいと思いますが、では４款衛生費。 

    補足説明があれば、お願いします。なければ、そのまま４款衛生費。 

    特に補足説明ないようですので、質疑を受けたいと思います。４款衛生費、あり

ませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） では、６款農林水産業費。 

    課長、資料ナンバー４があるから、これもあわせて簡単な説明お願いします。高

田課長。 
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〇産業振興課長（高田和己君） 資料ナンバー４について先にご説明申し上げます。 

    資料ナンバー４は、地域農業マスタープラン推進事業の事業内容と減額の理由で

ございます。地域農業マスタープラン推進事業は、新規就農者の確保と耕作放棄地

の解消に向けてプランを円滑に実施するため毎年見直しを行う推進事業です。軽米

町青年就農給付金事業もこの事業に含まれます。減額の理由ですが、昨年度国が平

成２６年度３月に行った補正により、２７年度分の前期分４５０万円を補正でとり

ましたので、その分の減額と新規として予定していました方々の３人分の減額があ

りましたので、４５０万円減額、合計で９００万円の減額になりました。 

    当初予算の内訳は、夫婦の場合は２２５万円の２組、独り者、単身の場合ですけ

れども、１５０万円掛ける６人分で１，３５０万円。 

    減額の内訳ということで、平成２６年度補正の前倒し分でマイナス４５０万円、

それから新規予定者、６人予定していましたけれども、３人減となりましたので、

４５０万円、合計で９００万円の減額となっております。 

〇委員長（細谷地多門君）  では、６款についての資料を抽出しながら、簡単な説明終わ

りましたが、質疑を受けたいと思います。どなたかありませんか。 

    中村委員。 

〇２番（中村正志君）  資料とは別なのですけれども、２８ページのミレットプラザの外

壁修繕塗装工事が２３５万４，０００円減額になって、これ多分入札残か何かかな

と思っているのですけれども、ただ何かこの前の説明では一度に全部できないから、

年次計画で３年だったか、何かそういう話をされたような気がしていましたけれど

も、２８年度も同じような予算をとっているようですけれども、でも２７年度にせ

っかくこの分とって、だったらやることが年次計画で決まっているのだったら、こ

の予算内で前倒しで来年度やろうとしているのもできなかったのかなというふうな

ことがちょっと感じられるのですけれども、それが１つですけれども、あともう一

つ、ことしいわて国体があるわけですけれども、宿泊の話でミレットパークの話が

なかったような気がするのですけれども、せっかくこういうふうにお金をかけて修

繕等もやっている、コテージとは違うようですけれども、いわて国体の宿泊として

ミレットパークのほうの予定はないのでしょうか。産業振興課だったのか教育委員

会なのかですけれども、せっかく軽米に唯一の数少ない宿泊の中の一つかなと思っ

て聞くのですけれども、その辺の計画はなかったのかということ、２つ。 

〇委員長（細谷地多門君） 高田課長。 

〇産業振興課長（高田和己君）  ２８ページのミレットプラザの屋根外壁等の修繕塗装工

事でございますけれども、実は冬期間塗装できないものですから、なるべく早くや

ろうということで一度入札かけましたところ、不落になりまして、設計もやり直し

しまして、発注が１２月の頭ごろだったと思いますけれども、それで本来であれば
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全てやりたかったのですが、塗装が雪が降っているときにできないという状況もご

ざいましたので、その分の減額として２３５万４，０００円です。中村委員おっし

ゃるとおり、もう少し早く発注してやれればよかったなと悔やんでおります。その

残った分も含めまして、平成２８年度に予算要求したところでございます。それが

１点目です。 

    ２点目ですけれども、ミレットパークの宿泊施設についても、ところどころ全体

の修繕費の中には入っております。大きく入っていませんけれども、それらは中村

委員おっしゃっているとおり３年計画の中のまず１年目でできる分はやろうという

ことでやっていました。大変申しわけないのですが、国体の宿泊についてはという

ことで、私のほうではまだ申しわけございません、把握しておりません。 

〇委員長（細谷地多門君） 佐々木教育次長。 

〇教育次長（佐々木 久君）  実はミレットパークが宿泊先に挙がったかどうかという経

緯はちょっとまだ詳しくはわかっていないのですけれども、いずれ現在のところは

ミレットパークは宿泊施設には入っていないということになっております。ここら

辺では県北青少年の家が宿泊施設になっているということでございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  今からだったら、決まっていることでしょうから、だけれども、

せっかくある軽米町の施設をなぜＰＲできなかったのかなというふうなこと、ミレ

ットプラザがありますから食事はそこでやってもらって、コテージは泊まってとい

うふうなことで十分選手の収容は可能かなというふうに私は思うわけですけれども、

せっかくの機会になぜ軽米に金を落とさせなかったのかなというのはちょっと残念

です。やはり今からだったら間に合わないかと思うのですけれども、ただ考え方は

やっぱりそういうふうな考え方を当然するべきかなというふうに思うわけですけれ

ども、もし今からでも間に合うのだったら、まず国体にミレットパークも泊まると

ころがこれだけありますよというふうな周知を、宣伝等をしていけばいいのかなと

いう気がするのですけれども、国体の関係に限らず、一つのこれはいい機会だなと

思っていますので、何とか今からでもやれる部分をやったほうがいいかなと思いま

す。せっかく金をかけているのでしょうから。 

〇委員長（細谷地多門君） 佐々木次長。 

〇教育次長（佐々木 久君） 検討して協議してみたいと思います。 

〇委員長（細谷地多門君） そのほかありませんか。６款全般、終わってよろしいですか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） ないようですので、７款商工費。 

    では、さっきの資料もあわせてお願いします。高田課長。 

〇産業振興課長（高田和己君）  提出しております資料ナンバー５になります。予算書で
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は２９ページになります。地方創生加速化交付金事業ということで、事業名は、全

体の事業名ですけれども、地域商社「（株）軽米町産業開発」を核とした販路開拓

による産業振興事業ということになります。 

    箱の中ですけれども、総合戦略に位置づけられた事業であって、地域のしごと創

生に重点を置きつつ、一億総活躍社会実現に向けた緊急対策事業であります。加速

化交付金事業は、平成２７年度の国の補正予算事業であり、内閣府において審査を

行い、先駆性の高い事業を交付対象として選定の上、決定することとされています。  

    提出から内示までの流れなのですが、ここには内示の日しか書いていませんけれ

ども、平成２８年１月２２日付で県から計画書の提出依頼文書が軽米町のほうに来

ております。それで、事前協議をしまして、総務課、産業振興課、産業開発等と事

前協議をしまして、平成２８年１月２９日に事前協議書を提出しまして、平成２８

年２月９日に計画書を提出し、平成２８年３月１８日に内閣府より事業決定の内示

を受けております。 

    委託料の内訳ですが、３点ほどございます。特産品窓口一元化等推進事業として、

予算額は７６５万５，０００円、内訳ですけれども、臨時職員を２名分ということ

で４１２万８，０００円、それから特産品一元化ホームページ作成委託料として、

ホームページの専門業者の委託になりますけれども、２８９万５，０００円、それ

から窓口設置消耗品等としまして２０万円ほど、それからＰＲカタログ等作成費用

としまして４３万２，０００円ほど予定しております。 

    続きまして、同じ委託料なのですが、販売戦略スキルアップ及び販路開拓事業と

いうこととしまして、予算の規模としましては２３９万８，０００円、内容ですが、

商談会及び物産展等の参加費として８１万６，０００円、それから栄養分析等調査

分析委託として、岩手県工業技術センター等からの指導を受けて、実施予定してお

ります。雑穀やサルナシ等でございます。予算的には１０７万２，０００円でござ

います。講演会、研修会の開催ということで、販売戦略のスキルアップ、それから

販路開拓の講演会、研修会ということで５１万円ほどの予算となっております。 

    それと、情報発信事業、委託料となっていますけれども、予算金額が３８２万３，

０００円です。この内容ですけれども、ＦＭ岩手を利用した情報発信をしましょう

ということで、ＦＭ岩手さんから見積もりをとりまして、毎週金曜日の、これは見

積もりの段階です。１３時５５分から１４時まで５分間程度なのですけれども、１

カ月５本、それで番組の宣伝内容をつくっていただくほかに軽米町のＣＭを流して

いただくということの内容で一応見積もりをとっております。委託のほうは、ＦＭ

岩手さんになろうかと思っております。あとは、報償費として会議出席謝礼等が１

８万円ほど、合計で１，４０５万６，０００円の事業となっております。 

    以上でございます。 
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〇委員長（細谷地多門君） ７款商工費について説明いただきました。 

    質問ありますか。 

    中村委員。 

〇２番（中村正志君）  今軽米町で取り組むこの事業については説明いただきましたけれ

ども、地方創生加速化交付金事業というのが、そのものの事業の内容を産業振興課

長でなく多分総務課長になるかと思うのですけれども、どういう事業なのかという

ことをまず一つ教えてほしいです。その事業に対して軽米町がいろんな知恵を出し

てこれを出したのだと思いますけれども、その中で１つ、情報発信事業でＦＭ岩手

の話がありましたけれども、一戸町とか岩泉町とか九戸村でもＦＭで放送局をやっ

ていますよね。ああいうふうな、軽米町でもそういうふうなことはやろうと思えば

できるのでしょう、その辺のところまでの発想はなかったのか。九戸村は、多分オ

ドデ館でやっていると思うのですけれども、毎週やっていますよね。その辺まずわ

かる範囲で。 

〇委員長（細谷地多門君） 日山課長。 

〇総務課長（日山  充君） 地方創生加速化事業につきましては、安倍内閣のほうで一億

総活躍社会の実現に向けた事業ということで２７年度の補正予算に計上されたもの

です。地方創生加速化交付金事業につきましては、ソフト事業がメーンでございま

す。ハードもできないわけではないのですが、ハードにつきましては５０％以下の

中身でなければならないということで、大きいハード事業をやってしまうとソフト

事業が何ができるかという話になってしまいます。あと、今回軽米町の総合戦略に

のっている中の事業の中身としまして、地域の特産品を販売促進していく事業をや

りたいということで今回提案をさせていただきました。 

    今回のＦＭ岩手さんにお願いする事業につきましては、５分間の放送枠の中でや

る取り組みが、私たちとすれば今までそういうふうなＦＭを通じたＰＲというのは

単発的にニュースを、取材をしていただいて取り上げてもらうという方法しかやっ

たことがございませんでしたので、まず大々的なＰＲということでできないかなと

いう形で考えたものでございます。あと九戸村さんとかでやっているＦＭの情報放

送局といいますか、そういうふうな形のやり方については、遠野とかいろんなとこ

ろで今までもやっていたわけなのですが、あれは緊急雇用事業を使ってやられてい

たものなようです。緊急雇用の事業がなくなったことに伴い、遠野さんだとかああ

いうところでは順次廃局といいますか、放送をやめるという形になっています。軽

米町でもできないのかということでございましたが、単年度の事業でございます。

２，０００万円ほど機器整備とかなんとかがかかるということで、その補助事業が

なくなった段階で事業実施ができるかということも考えまして、今回はその事業に

ついてはちょっと見送ったということでございます。 
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    以上でございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  交付金事業の内容についてでしたけれども、軽米は１，４００万

円ほどの予算でやっているのですけれども、私もちょっとネットで調べたとき、何

か岩泉町さんなんかは８，０００万円という、何か上限が８，０００万円とかとい

うふうな、そういう気がしていましたけれども、これは１０分の１０、もっと高い

事業費を考えてもよかったのかなというふうな気がしましたけれども、短期間でち

ょっと無理だったのかな、その辺のいきさつはどうでしたでしょうか。 

〇委員長（細谷地多門君） 日山課長。 

〇総務課長（日山  充君） 今回の事業につきましては、事前の情報として、２８年度も

加速化交付金事業ではないのですが、同様な予算措置がされておりますけれども、

そちらのほうに比べると割と採択が容易だろうという情報をいただいておりました。

その中でいろいろ考えたのですけれども、当町の総合戦略の中でどこの部分ができ

るかというのを考えたときに、やっぱりこの部分しか私たちの頭の中で思いつかな

かったというのが本音でございます。例えばハード事業なんかも本当は組み入れて

できないかということも考えたのですけれども、例えば４，０００万円なりのハー

ドをやると４，０００万円のソフト事業ということの中で、４，０００万円の事業

をちょっと私たちの頭では考えられなかったというところでございます。全てが採

択になったかというと、隣の町の話なのですけれども、一戸町さんは２つ事業を応

募したわけですが、１つしか認められなかったということがございます。 

    以上でございます。 

〇委員長（細谷地多門君） ７款商工費。 

    古舘委員。 

〇１２番（古舘機智男君）  今説明いただきましたけれども、１つはホームページの関係

でいつも言うのですが、特産品一元化ホームページ作成事業というのは、これは新

たなホームページを設置するのか、それとも今の観光協会のホームページをつくる

という話も前に去年、今年度あったり、町のホームページもありますけれども、こ

の作成委託料のホームページのどこが管理してどうするのかというのをまず伺いた

いと思います。 

〇委員長（細谷地多門君） 高田課長。 

〇産業振興課長（高田和己君）  ホームページにつきましては、軽米町産業開発のほうで

ワンストップ窓口業務、この前の議会でも出たのですけれども、それらに対応した

ホームページの運用を新たにつくるということになります。あと、ちょっと私も詳

しくないのですが、ＳＮＳ、ソーシャル・ネットワーク・システムだそうですけれ

ども、ツイッターとかフェイスブックとかライン等でも対応した町の特産品ホーム
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ページを産業開発の中につくってお客さんが使いやすいようにするというふうな内

容でございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 古舘委員。 

〇１２番（古舘機智男君） 全体的に産業開発を核とした販路開拓ということなのですが、

そういう中で例えば岩泉の産業開発公社なんかはトップから、やっぱり独自の責任

者を持った形で独立採算も目指しながらやっているのですが、軽米町の場合は町長

が社長でという形で、商工会、それから農協とかと会社の形式にはなっているのだ

けれども、結局は軽米の庁舎の中の一部機関みたいな、第三セクターみたいな形に、

三セクだと思いますけれども、なっていて、そこで独自に考えてのことができる仕

組みになっていないというかな、これも全部総務課とかなんかが補助金を活用する

中でできたもので、自分で産業開発の人たちが頭で考えてどうするかというところ

は、それの部分が不十分というか、そういう能力を持っていないというところが核

になっているような気がします。これからこういう事業とかなんかをするには、や

っぱり産業開発が運営でも施策でも、やっぱりひとり立ちするような形の中で、町

長が社長という形でやっていくには非常に庁舎の事業の一部という形になってしま

う。そういうことが具体的な発展方向になっていかないのではないかなというのを

よく論議されてきていました。そういう形で、そういうこれからの形の産業開発と

して、町長だからだめだというわけではなくて、本当に産業開発が自立していくよ

うな形での方向がないと、これも結局ホームページなんかも産業開発で独自に運営

していけるのかどうか、その体制も含めて産業開発のあり方が、この事業も含めて

問われているのではないかと思うのですけれども、そのことについてどのように考

えているのか、町長、総務課長、よろしくお願いします。 

〇委員長（細谷地多門君）  では、町長から答弁いただきます。産業開発のあり方につい

て、山本町長。 

〇町長（山本賢一君）  大変厳しいご指摘をいただきましたけれども、私は産業開発、こ

れまで社長をずっと続けてきまして、軽米はやはり農業が基幹産業でございますし、

そういった中でいろいろ軽米の農産物あるいはそういった関連の中から特産品開発、

そしてまたそれの販路拡大等、私は着実に産業開発としての任と申しますか、産業

振興、それからまた農業振興等、着実に担ってきたのではないかなというふうに思

っております。今回のこういった事業をまた入れることによって、さらにまた販路

拡大等やりながら積極的に軽米の特産品、農産物の流通等、拡大等やってまいりた

いと思っておりますので、独自性がないとか役場の一部だとかというふうなご指摘

でございますが、そういった捉え方もできるのでしょうけれども、私は決してそれ

だけで終わっていないようなことを考えておりますし、またそうしていかなければ

いけないというふうに思っております。 
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    以上でございます。 

〇委員長（細谷地多門君） よろしいですか、７款、そのほかありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） それでは、終わります。 

    ８款土木費。さっきの町道用地の発掘事業についての答弁、中村委員の答弁お願

いします。それから、その資料も一緒にお願いします。簡単に、新井田課長。 

〇地域整備課長（新井田一徳君）  地域整備課の新井田でございます。よろしくお願いい

たします。先ほどの１９ページの歳入の部分なのですが、町道用地発掘事業の雑入

があるのだが、そういうのであれば、それと同時に町道の関係で地域整備課のほう

にも歳出があってしかるべきではないかという中村委員からのご質問だったのです

が、今調べましたところ、土木費の当初の道路改良費、当初予算で対応できたため

に、特に歳出予算はしてございません。 

    以上でございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  今私ちょっと予算書見ていて、教育委員会のほうの予算書見て、

文化財保護費のほうでそっくり軽米西ソーラーの分がやらなかった分の金額がその

ままここに不用減で出るのかなと思ったら、５５９万５，０００円だったので、ち

ょっと計算してみたら、ちょうどこの４８万８，０００円が引かれた金額だなと思

って見ていましたけれども、そうではないですか。教育委員会のほうではわかって

いるのか、ただこういうやり方が果たして土木費のほうから町道分を財源出してと

かとやっているときに、こういうやり方でいいのかなというようなちょっと疑問に

思ったのでありますけれども、今のはどうですか、４８万８，０００円が。 

〇委員長（細谷地多門君） 休憩します。 

               午前１１時３０分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１１時３２分 再開 

〇委員長（細谷地多門君） 再開します。 

    ８款土木費、簡単に。 

〇地域整備課長（新井田一徳君）  それでは、説明資料ナンバー６をごらんいただきたい

と思います。８款土木費、２項道路橋りょう費、３目道路新設改良費ということで、

委託料につきましては１，２００万円の減となっております。これにつきましては、

町道参勤街道線調査測量予備設計業務費確定見込みによります減ということでござ

います。 

    あと土地購入費につきましては、５０万円の減となっております。町道下小路保

育所線用地取得費確定による減となってございます。次に、８０万円の減、これに



- 21 - 

つきましては町道みそころばし竹谷袋線用地取得費確定による減となってございま

す。合わせて１３０万円の減ということになります。 

    あと補償金につきましては、町道軽米高家線補償料確定による減ということで８

４０万円の減となってございます。 

    以上でございます。 

             〔何事か言う者あり〕 

〇地域整備課長（新井田一徳君）  補償金の町道軽米高家線補償料確定による減、ゼロと

いうことなのですが、これにつきましては当初計画事業量を完了するための補助金

が、当初補償料を見込んでいた地点までの事業費補助金が減額となりましたことか

ら、結局平成２７年度できなくなりましたので、平成２７年度やろうと思っており

ました事業が平成２８年度に延びましたので、その平成２８年度分のところの補償

料、それの部分を見込んで当初とっておりました。それの部分が平成２８年度に移

行する事業用地分の補償料が結局そのまま、そこまで工事が進みませんでしたので、

減額したというところでございます。 

〇委員長（細谷地多門君）  ８款土木費について説明いただきましたが、質疑を受けたい

と思います。 

    古舘委員。 

〇１２番（古舘機智男君）  道路新設改良とか維持費の関連するやつなのですけれども、

ちょうど前に取り上げましたけれども、町道の昭和橋付近のポケットパークのポー

ルの関係では、３年放置されたままになって、今でもまだ年度内に手がつくのかな

と思ったらつかないようですが、実態把握して、例えば見積もりとかいろんなこと

をしているのかどうか、その点についてお聞きしたいと思います。 

〇委員長（細谷地多門君） 新井田課長。 

〇地域整備課長（新井田一徳君）  ただいまの古舘委員のポケットパークの件について、

先日の本会議のところでもご質問ございましたのですが、ポケットパークそのもの

の管理につきましては、本来は二戸土木、河川の関係、二戸土木のほうの管理とな

っておりますが、ただ小さな壊れた修理、小破修理といいますか、そういった部分

については当町で管理するということで契約等が取り交わされております。それで、

現場のほうを私も見てきました。そうしましたら、ポールというか、くいといいま

すか、あれが１つが大体１０万円くらいするそうでございます。それで、実際私行

ってみましたら、かなり前から倒れたものとか、それから蓮台野側のポールとか、

あと４本ほど破損しているのが見られました。それと、あと下はタイル、れんがタ

イルですか、等で施されているのですが、そのれんがタイルの部分も破損している

ということで、これは小さな破損修理とは言えないのではないかと、結構かかる、

事業費的にも５万円、１０万円の話ではないというふうなことで、うちの課の職員
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が二戸土木さんのほうと話し合いをしてございます。それで、今二戸土木さんのほ

うから、どのように対応するかということで話し合い、協議の場を持って今進めて

おるところでございます。いましばらくお待ちになっていただきたいというふうに

思っております。 

〇委員長（細谷地多門君） 古舘委員。 

〇１２番（古舘機智男君）  関連の部分ですから、簡単に。メーンの町内のポケットパー

クであり、目立つところにあるわけでして、国体等でほかの外部からのお客さんも

来る中で、やっぱり早急な対応が必要だと思いますし、もともとはっきりしている

のは町の除雪作業で壊したのが、あのポールの場合はそういうものですから、自然

破壊とか自然でなったのではなくて、除雪作業で町の責任でやらなければならない

部分だと思いますけれども、路盤のれんがタイルの部分は確かに構造的なというか、

中地が、それも除雪でがりがり削って壊したものなのは明らかですし、やっぱり県

にやってもらうとかという形よりは町の責任もきちんとしながら早急にやるという

ことが必要だと思うので、その点ぜひ要望として早急にかかっていただきたい。何

回も言っていても、ろくに調査もしていなかったという問題は非常に問題であるこ

とを指摘しておきたいと思います。 

〇委員長（細谷地多門君） 要望でよろしいですか。 

〇１２番（古舘機智男君） はい。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  ナンバー６の説明をいただきましたけれども、予算書のほう３０

ページを見ますと、これが確定したというふうな、業務確定したということでとか

そういうことでの減のようですけれども、このことによって何か補助金とか地方債

も減額になっているのですけれども、一般財源が新たに９００万円出ていると。何

か確定して一般財源が新たに発生しているということはどういうわけでこういう一

般財源が９００万円も支出、やらなければならなくなったのか教えてください。 

〇委員長（細谷地多門君） 新井田課長。 

〇地域整備課長（新井田一徳君） 済みません、ちょっと調べて…… 

〇委員長（細谷地多門君） 休憩します。 

               午前１１時４１分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１１時４３分 再開 

〇委員長（細谷地多門君） 再開します。 

    では、先ほどの質疑はまた後で、先に進めたいと思います。そのほか土木費何か

ありますか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 
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〇委員長（細谷地多門君） なければ、９款消防費。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） １０款教育費。何か補足説明ありますか、教育次長。 

〇教育次長（佐々木 久君） 埋蔵文化財のその他財源５５９万５，０００円なのですが、

いずれ町道を整備するための発掘、あるいは事業者が例えば建物を建てるとか、ソ

ーラーもそうなのですが、そういう施設をつくるときの発掘につきましては、その

事業者の負担ということで５５９万５，０００円ということです。歳入につきまし

ては、西ソーラーの分の減額と町道分の増額をプラス・マイナスすれば５５９万５，

０００円になるということで、数字はこのとおりだとは思います。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  数字は計算すればそうなるのですけれども、ただ予算書のつくり

方として果たしてどうなのかなという気がするのですけれども、というのは多分当

初町道の部分は土木費のほうから歳出があって雑入のほうに入ったと思うのです。

軽米ソーラーのほうは民間のほう、会社のほうから来ているでしょうから、だから

これは一緒にしていいのかなというふうなちょっと疑問を持ったのですけれども、

これは予算のつくり方になって……。 

〇委員長（細谷地多門君） 日山総務課長。 

〇総務課長（日山  充君） 教育委員会と譲渡の契約の関係、契約をちゃんと普通に取り

交わします。予算の執行のやり方としましては、振りかえ措置という形をとらせて

いただいております。その他財源としてそれが適当かどうかという話でございます

が、いずれ協議会のほう、町の受託事業として町が払うという形をとりますので、

これが逆に一般財源にしてしまうと決算の段階で事業の関係がうまくいかないとい

うことがございますので、町から町に入るものについても、ここについては一般事

業者からとるものも含めてその他というような扱いにさせていただいています。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  私が言っているのは、だからこの文化財保護費は本来ならば軽米

西ソーラーの分の金額６０８万３，０００円がそっくりそのまま減額になって、逆

に土木費のほうで４８万８，０００円を増額補正するのが普通わかりやすいのかな

と思って、そのことでした。 

〇委員長（細谷地多門君） 日山課長。 

〇総務課長（日山  充君） 今回の補正予算につきましては、これまでもそうなのですけ

れども、年度の中で大きく不用減といいますか、使わなかったものについては減額

させていただいています。ですから、中にはその他財源、一般財源、国庫支出金等

が減って一般財源がふえているものも中にはあります。これは、総額の歳出等につ

いて計上しなかったことによって、本当は一般財源の支出はないのですけれども、
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歳入を減らしたことによって一般財源が発生するというような形もございます。今

回の文化財保護費の関係は、町道の分と西ソーラーの分だけではなくて、その他そ

この再生可能エネルギーのほうでもお願いしてやっていただいていますし、それら

もろもろ全体の中でも文化財保護費の中から不用になった額を落としたということ

になります。ですから、軽米西ソーラーと町道の分の差額だけではなくて、その他

の不用額になったものも減額になっているということでございます。例えば軽米西

ソーラーの部分と町道部分だけの補正予算であればここがぴたっと合うわけなので

すけれども、これは…… 

             〔「合っている」と言う者あり〕 

〇総務課長（日山  充君） いや、合っていないはずですよ。その他財源については、で

すからそのとおりです。入ってくる分と、今回減額になった分と入ってくる部分の

プラス・マイナスがそのとおりその他財源。 

〇委員長（細谷地多門君） 休憩します。 

               午前１１時４７分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１１時５０分 再開 

〇委員長（細谷地多門君） 再開します。 

    １０款、よろしいですか。 

    中村委員。 

〇２番（中村正志君）  保健体育費の学校給食費、臨時職員賃金が１００万円余り減額に

なっていますけれども、これの理由は。 

〇委員長（細谷地多門君） 佐々木次長。 

〇教育次長（佐々木 久君）  当初予算におきましては、どのような方が採用になるかわ

かりませんので、いずれ給料単価の最大の額で予算措置します。この減ったという

のは、その給料減のところと、あとは仕事の状況だと思います。日数がちょっと減

ったということかと思いますが。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  給食センターというか、あそこの職員は委託費に入っていますよ

ね。それ別ですよね。多分高校の給食でないかと思っていたのですけれども、当初

予算では２９５万１，０００円とっていて、その差額で、だから実質使ったのが１

９３万２，０００円支出されている、多分これは２人分かなという気がするのです。

当初は３人の予定がなぜ２人になったのかなというふうに思うわけですけれども、

２９５万１，０００円というのは３人分でないかなと、２人分ではないような気が

するのだけれども。 

〇委員長（細谷地多門君） 教育次長。 
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〇教育次長（佐々木 久君） 当初予算から２人分の予算になっております。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  ということは、それは全部用途というか、あれは高校の給食の職

員ですか。では、なぜ１００万円も減ったのか。何か随分と、何か原因があるので

はないですか、１００万円も減ったという。 

〇委員長（細谷地多門君） 佐々木教育次長。 

〇教育次長（佐々木 久君）  当初は６，５８０円掛ける２１０日掛ける２人で２７６万

３，６００円、あと通勤割増が２５０円掛ける２１０日掛ける２人で１０万５，０

００円ということで２９５万１，０００円なのですが、事由としましては、先ほど

の私の答弁で給料のその方の単価が低かったということと、あとは勤務日数が２１

０日より減ったということだと思います。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  現実はそうだったということでしょうけれども、予算見積もりが

非常に甘かったのではないでしょうか。１００万円もということは、１人の、月額

８～９万円の人の１年分ですよね。これがそっくりそのままただ単なる単価の違い

とかだけでこれだけの差額、不用減が出るというのはちょっと考えられないと思う

のですけれども、特に高校の給食であれば１日ではないですよね、パート的な時間

ですよね。であれば、ちょっと予算見積もりが甘かったというふうに思うのですけ

れども、そうでしょうか。 

〇委員長（細谷地多門君） 佐々木次長。 

〇教育次長（佐々木 久君）  ３分の１減額ということで、甘かったと言われればそのと

おりだと思います。申しわけありませんでした。 

〇委員長（細谷地多門君）  先ほどの中村委員、一般財源の９００万円についての、新井

田課長。 

〇地域整備課長（新井田一徳君）  ３０ページの予算書の一般財源９０２万円という部分

のご指摘だったのですが、これは補助対象外の部分、いずれ補助金があって、その

補助金以外の部分は起債とかそういったものであります。ただ、その起債以外の単

独費分もございまして、そういった部分、単独費部分、特に国体関連の蓮台野勘丁

線、あそこの部分も早く早期に完了、完成させなければならないということで、特

にこの補助対象外の単独費分の部分がここになっておると、蓮台野勘丁線の部分と

いうふうにご理解していただければと思います。よろしくお願いします。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  蓮台野勘丁線の何ですか、委託料なの財産なの、工事費、今聞く

と工事費みたいに聞こえるのだけれども、ここの内訳は工事費ではないですよ。 

〇委員長（細谷地多門君） 新井田課長。 
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〇地域整備課長（新井田一徳君）  全体の工事費、総工事費、全体の部分についての単独

費分ということでご理解お願いしたいと思います。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  今ここ道路新設改良費ですよね。その中の今補正しているのは、

１３節と１７節と２２節ですよね。あなたは、今工事請負費のことをしゃべってい

るような気がするのですけれども、工事請負費は補正になっていないですよね。 

〇委員長（細谷地多門君） ちょっと休憩します。 

               午前１１時５７分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１１時５８分 再開 

〇委員長（細谷地多門君） 再開します。 

    新井田課長。 

〇地域整備課長（新井田一徳君） 言葉が足りませんで大変申しわけございませんでした。

ここには減額する減額分しかのっていませんが、全体の一般財源のここの部分には

工事費分も含まれておるというふうにご理解していただければと思います。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  だったら、その節区分の中に工事請負費があるべきではないです

か。 

〇委員長（細谷地多門君） 日山課長。 

〇総務課長（日山  充君） 予算書のつくり方の問題なのですけれども、これは減額する

部分については工事請負費がないのですけれども、全体事業費、例えば２億６，９

５７万７，０００円の中の財源の内訳のここは補正になります。ですから、国庫補

助金が減って、その部分出ていないですけれども、一般財源がふえるということに

なります。そういうふうな措置をやります、この財源内訳の中で。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君） だから、説明があっていいのではないの。 

〇委員長（細谷地多門君） 総務課長。 

〇総務課長（日山  充君） ですから、この部分の工事は減らしました。財源の内訳につ

いても国県支出金と地方債が減って一般財源がふえましたよという補正になります。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君） 蓮台野勘丁線をやったよというのは。 

〇委員長（細谷地多門君） 総務課長。 

〇総務課長（日山  充君） ここには、だから説明の中とこの財源内訳は別物だと思って

ください。だから、この減額のうち国庫支出金の分と起債が減って、そのかわり一

般財源はふえましたよということです。 
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〇委員長（細谷地多門君） 議案第１号を終わってよろしいですか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） 終わりたいと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第２号の審査  

〇委員長（細谷地多門君） 議案第２号…… 

             〔「一括で」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） ちょっと休憩します。 

               午後 零時０１分 休憩 

――――――――――――― 

               午後 零時０１分 再開 

〇委員長（細谷地多門君） 再開します。 

    議案第２号について、中野課長。 

〇町民生活課長（中野武美君） 議案第２号の内容についてご説明します。 

    国民健康保険事業の確定見込みに伴う歳入歳出の減額となっているものでござい

ます。主なものということで、繰入金になります。７ページの歳入の繰入金、他会

計繰入金ということで２，１１０万６，０００円の補正をお願いするものでござい

ます。事業の確定見込み等を見ながら、赤字に係る法定外繰り入れを１，２１９万

８，０００円お願いするものでございます。 

    以上で説明を終わります。 

〇委員長（細谷地多門君） 議案第２号について質疑を受けたいと思います。ありますか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第３号の審査  

〇委員長（細谷地多門君）  ないようですので、議案第３号、下水道事業特別会計補正予

算（第３号）。 

    簡単に説明をお願いします。新井田課長。 

〇地域整備課長（新井田一徳君） それでは、議案第３号  平成２７年度軽米町下水道事

業特別会計補正予算（第３号）についてご説明申し上げます。 

    Ａ４判の資料でもってご説明させていただきます。歳入の部分でございますが、

今年度の歳入歳出総額は１億５，７９２万６，０００円としてございます。 

    それでは、歳入からご説明申し上げます。１款分担金及び負担金の予算額は１２

８万円を計上しております。補正前に比べ２８万６，０００円増となっております。

これは、受益者分担金の一括納付によるものでございます。 

    ２款使用料及び手数料…… 
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             〔何事か言う者あり〕 

〇地域整備課長（新井田一徳君） 歳入、手数料につきましては、２，０３４万円となっ

てございます。 

    そして、３款国庫支出金６００万円の減で、合計２，４００万円となってござい

ます。 

    ４款繰入金６，７６０万６，０００円、一般会計繰入金ということになります。 

    繰越金、同じく７７１万１，０００円、前年度繰越金ということでございます。 

    諸収入につきましては、補正前と同じく７８万９，０００円ということでござい

ます。 

    あと町債につきましては、３，６２０万円、下水道事業債ということで、合計１

億５，７９２万６，０００円となってございます。 

    歳出につきましても１億５，７９２万６，０００円の歳出となってございます。 

    ご審議の上、よろしくお願い申し上げます。 

〇委員長（細谷地多門君）  議案第３号について質疑を受けたいと思います。ありません

か。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） ないようですので、終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第４号の審査  

〇委員長（細谷地多門君） 議案第４号。 

    簡単に説明お願いします。川原木所長。 

〇健康ふれあいセンター所長（川原木純二君） 介護保険特別会計の説明ですけれども、

歳入歳出９８９万５，０００円を減額するものでございます。 

    主なものについて、歳入については６５０万２，０００円を、繰入金を一般会計

のほうに戻すということと、あと歳出の８４８万８，０００円の減額ですけれども、

これは２７年度当初、正職員の賃金を７００万円くらい見ておりますけれども、人

事異動により減額になってこの額となっております。 

    以上でございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 議案第４号について質疑を受けたいと思います。 

    古舘委員。 

〇１２番（古舘機智男君） 予防給付費収入が大きく減っている理由について。 

〇委員長（細谷地多門君） 川原木所長。 

〇健康ふれあいセンター所長（川原木純二君） 当初は人数を多目に見ていたということ

で、現在通所している方の人数も多少減少ぎみになっております。 

〇委員長（細谷地多門君） 古舘委員。 
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〇１２番（古舘機智男君）  予防給付の関係は、法改正等々によって実質来年度から保険

給付なんかこう変わっていくのですけれども、この８４７万円が４６８万円という

ふうになれば、半分以下というのは、当初予算のとり方でも前年度実績等々見て予

算化したものだと思うのですけれども、予防給付の関係で今制限というか、サービ

スを縮小したり制限している部分というのが何となく案じているところなのですけ

れども、単に当初予算が多かったというのではなくて、施策的に例えば法の改正の

関係とかいろんなところでの影響はないのですか。それとも利用する人が全然少な

くなったというだけで捉えていいのかどうか、その辺をもう少し説明をお願いした

いと思います。 

〇委員長（細谷地多門君） 川原木所長。 

〇建康ふれあいセンター所長（川原木純二君） 平成２７年度予算は一応平成２６年度予

算をもとにつくっておりますけれども、その時点で人件費部分ですけれども、正職

員が１名、平成２６年度１人多くいたのですが、それが平成２７年度人事異動によ

って移ったことにより給料のほうがかなり減額となっております。あと、それに伴

って、前年度予算より多分人数的には多く見ていたと思うのですが、多少多く見て

いたと思うのですけれども、歳入のほうを多目に見積もったことは確かにあると思

います。ですが、実際のところ通所介護の人数が最近減少ぎみにあります。新しい

法律のほうについては、今のところ具体的な部分について二戸地区広域行政事務組

合のほうでまとめなければどういう形になるかというのがはっきりしておりません

ので、予算等に反映するにはやはりそちらのほうが確定してからでないと同じよう

な形で多く見積もったり少なく見積もったりというような部分は出てくると思いま

す。 

〇委員長（細谷地多門君） よろしいですか、そのほか。４号について、ございませんか。  

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） ないようですので、終わりたいと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第５号の審査  

〇委員長（細谷地多門君） では、議案第５号について。 

    簡単に説明お願いします。中野課長。 

〇町民生活課長（中野武美君）  議案第５号は、平成２７年度軽米町後期高齢者医療特別

会計補正予算でございます。 

    事業等の確定見込みによります精査でございます。歳入歳出それぞれ３６４万２，

０００円を減額し、歳入歳出それぞれ９，１２９万６，０００円とするものでござ

います。 

    以上で説明を終わります。 
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〇委員長（細谷地多門君） 議案第５号について質疑ございませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） ないようですので、５号を終わりたいと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎総括質疑、討論 

〇委員長（細谷地多門君）  以上で議案第１号から議案第５号までの質疑を終了したいと

思います。 

    総括はしません…… 

             〔何事か言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君） では、中村委員。 

〇２番（中村正志君）  今回整理予算ということで不用減等が出されていたわけですけれ

ども、先日定例会があって、定例会のときも補正予算が出ているという中で、１６

日に議決して１０日余りのところでまたこれを出すというふうなスケジュールの中

で、今の整理予算を定例会の補正予算に計上できないのかなという、事務スケジュ

ールだと思うのですけれども、というのは、まずそういうことによって多分きょう

臨時議会があるから、軽米町の職員人事異動はまだ出ていないのかなと思っている

のですけれども、その辺の人事異動のおくれもこの辺が影響しているのかなという、

ほかからちょっと聞きますと、３月定例会で整理予算含めた補正予算をやっている

というふうな話も聞いたりしているので、１０日ぐらいの差だったら今のを繰り上

げてきょうの臨時議会はなくてもいいような状況をつくれないのかなと思ったわけ

ですけれども、そのことによって人事異動も早くやって、４月１日からの新しいス

タートを切れるような体制づくりが必要ではないかなというふうに私は思ったので、

その辺のところをまず検討いただきながら、もしそういうことができるかどうかを

含めてちょっと回答いただければ、お願いします。 

〇委員長（細谷地多門君） では、日山総務課長。 

〇総務課長（日山  充君） 最終の整理予算、最終の臨時議会を開かない方法はできない

かということなのですが、それは可能だと思います。ただ、これまでの町議会も含

め、町の執行体制が最終的な臨時議会で補正予算をやるというスタイルをとってき

ておりますので、ここに関しては議会の皆様のお考えも伺いながら、それはできな

いわけではないと思います。ただ、当然整理予算をやっていないところに関しては

決算の際にまたがるのは予算残が、未使用が出てくるというのは、そういうふうな

決算になるということをご理解いただければいいのかなと思います。 

    以上でございます。 

〇委員長（細谷地多門君） 中村委員。 

〇２番（中村正志君）  今の事業確定がいつの時点なのかですけれども、事業確定してい
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る部分はもう１月、２月でしている部分かなりあるのではないかなというふうな、

やはり新年度予算をつくるときには当年度の予算、決算見込みまで含めてつくって

いると思うので、そういう見通しができるのであれば、できる範囲の中で３月で不

用減は出るのではないかなという気がするわけです。だから、その辺のところを含

めてタイムスケジュールの部分だと思うのですけれども、そういうふうな形にした

ほうがいいのではないかなというふうに私は議会運営委員会のほうにそれをちょっ

と意見として述べさせていただいておりますので、もし可能であればそういう方向

でまたやっていただければというふうに思っていました。それは、今の回答をいた

だいたので、いいです。 

〇委員長（細谷地多門君） 以上で質疑を終了したいと思います。 

    まとめたいと思います。まとめに入りたいと思いますが、討論される方はござい

ますか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第１号～議案第５号の採決 

〇委員長（細谷地多門君）  討論がないということは、全会一致で簡易採決、可と決して

よろしいですか。 

             〔「異議なし」と言う者あり〕 

〇委員長（細谷地多門君）  では、全会一致で議案第１号から第５号までの議案は可と決

したいと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎閉会の宣告  

〇委員長（細谷地多門君）  以上をもって特別委員会を閉会したいと思います。どうもご

苦労さまでした。 

（午後 零時１６分） 


